たすけあいグループりぼん事業運営規定
（事業の目的）
たすけあいグループりぼんは、高齢者、障害者など東山区に在住する地域住民の在宅生活の援助の関する事業を行い、人間らしく生きる権利を守り、誰もが安心して暮らし続けることが出来るたすけあいのまちづくりに寄与することを目的とします。また、地域福祉を向上させ、社会保障の改善や充実をめざす運動にとりくみます。
（事業内容）
たすけあいグループりぼんは事業の目的を達成するために以下の事業と活動を行ないます。
①高齢者の介護保険外のホームヘルプサービス
②障害を持っておられる方や子育てに関わる援助

③助け合いのまちづくりや地域の福祉活動、健康増進をすすめるためのボランティアの育成
④地域の諸団体、個人と協力しての医療、介護、福祉制度の改善充実と地域の環境を守るための活動
（事業所の名称と場所）
たすけあいグループりぼんと称します。事務所を京都市東山区今熊野宝蔵町54番地に置きます。

（営業時間と連絡方法）

（１）営業時間は月～金までの９時から１７時とします。

（２）受付時間は月から金まで午前10時より正午とし、電話や事務所来所での連絡を原則にします。
（援助活動の提供方法と内容）
（1） 利用者の相談を事務所及び利用者の自宅で行ないます。

（2） 利用者および事業所は契約内容を遵守し、信頼関係の構築をはかります。

（3） 利用料金の支払いについては契約書の通りです。

（通常の事業の実施範囲）

通常の事業の実施範囲は、原則として東山区今熊野・一橋・月輪・修道・貞教の５小学校区とします。
（秘密保持等）

事業者及びスタッフは、正当な理由がない限り、利用者に対する援助活動の提供に当たって知りえた利用者または利用者家族の秘密を漏らしません。

（事故発生時の対応）

事業所の援助活動中に事故が発生した場合は、速やかに利用者家族、事業所に連絡をとり、事業所として賠償すべき事故の場合は、損害賠償を行ないます。そのためボランティア保険に加入します。

（組織）
たすけあいグループりぼんの運営を円滑に行なうため運営委員会を構成し、日常の運営にあたります。

（２）運営委員会の構成は、代表者１名（兼任）、運営委員長１名、副運営委員長１名、事務局長１名、運営委員10名以内、会計１名、会計監査１名とします。
（３）運営委員会の活動を補佐するために、事務局員若干名を運営委員会の承認により、選任することができます。

（会計）
本会の運営に必要な経費は利用料、寄付、事業収入等で賄います。
（２）会計年度は４月より翌年３月までとします。
（附則）
１．この運営規定は2005年10月１日より施行します。
